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REDD+プロジェクトを推進するにあたっての 

「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意（FPIC）」取得のためのガイドライン Ver.1 
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FPIC 取得に求められる要件 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
構
想 

1 事前準備 
1-1 事業者は、以下の要素が含まれている人権ポリシーを確立する 

   a. 先住民族・地域コミュニティ及びその他の脆弱な立場や周縁的地位の人々の土地・

領域・資源に対する権利を尊重し、その認知と権利行使を促進する 
b. 両性の平等と公平性及び女性の権利強化を促進する 
c. FPIC を追求し、同意が得られなかった場合でもその結果を尊重し受け入れる 

   d. REDD+プロジェクトの結果として先住民族・地域コミュニティが移転を強いられること

がないようにする 
e. 先住民族・地域コミュニティの伝統的知見と文化遺産及び慣行を尊重し保護する 

1-2 事業者は、FPIC 取得に向けた組織（推進体制）を組織内に構築する 

  1-2-1 事業者は、FPIC 取得に向け組織内に社会対策チームを設立する。社会対策チームには

以下が求められる 
a. コミュニティの規模に見合った、人的資源（人数や能力）を投入する 
b. コミュニティの文化や社会に十分な理解を持つ人からチームリーダーを選ぶ 

   c. 情報を的確に、幅広く、伝達する、意見を聞く役割を担うスタッフとして、影響を受け

るコミュニティの出身者や女性を社会対策チームに起用する 
d. 社会対策チームは、組織（事業）運営に責任を持つ役員が管掌する 

   e. チーム内では、人権及びREDD+に関連する国内法、国際条約・国際協定を確認し、

それらを十分に理解し尊重する 
1-2-2 事業者は、組織内の FPIC 対応能力を高めるために、以下を行う 

   a. 組織内の REDD+プロジェクトに携わる全てのスタッフに自らの人権ポリシーを周知

徹底する 
b. 先住民族・地域コミュニティと意思疎通を図るための組織内の能力を高める 
c. 活動や教育を行うために、十分な機材や材料を用意する 
d. 外部の専門家から専門知識や技術を導入する 

  1-2-3 

事業者は、REDD+プロジェクト実施において、プロジェクトの設計、実施、モニタリング及

び評価において、全ての権利保有者が伝統・文化に照らして適切で、かつ社会的性差や

コミュニティ内格差にも配慮した効果的な方法で参画することができることを保証し、FPIC
を実施し、尊重することを、公表にする 

プ
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2 予備交渉 

 2-1 事業者は、対象となる地域内に居住する、あるいは、対象地域を利用している先住民族・地域コミ

ュニティを確認する 
2-2 事業者は、交渉相手となる権利保有者を特定する。その際、以下に留意する 

a. 先住民族はもとよりその他の森林に依存する人びとの権利も考慮する 

   b. どのような団体・グループも権利保有者としての認定を申請することができるように

する 

   c. 土地をめぐり複数の人・グループあるいはコミュニティが権利を保有している場合、

各グループ等が主張する権利を法的権利、慣習的権利、利害関係に区分・整理する

 2-3 事業者は、先住民族・地域コミュニティから聴取しながら既存の土地使用状況に関する資料、行政

区分、森林地図等に基づき権利分布に関する予備的調査を行う 

 2-4 事業者は、先住民族・地域コミュニティ自らが選択した代表機関を交渉の相手とする。その際、代

表機関がコミュニティ内の女性、若者、弱者等を含む全階層の利益を代表しているかを確認する 

 2-5 事業者は、先住民族・地域コミュニティとのコミュニケーション戦略を策定する。その際、以下に留

意する 
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a. コミュニケーション戦略は、先住民族・地域コミュニティの全階層・性別を対象とする 

   b. コミュニケーションは現地言語の使用、対面方式を基本とするが、状況に合わせて適

切な媒体・手段等を用いる 
c. コミュニケーションの透明性を確保する 
d. 先住民族・地域コミュニティに対し第三者による法的・技術的助言の機会を保証する

 2-6 事業者は、REDD＋プロジェクト構想を先住民族・地域コミュニティに提示する。プロジェクト構想に

は以下が含まれる 

   a. 提案されているプロジェクトまたは活動の特性、規模、進行速度、可逆性の有無及び

範囲 
b. プロジェクトの動機と目的 
c. プロジェクト期間 
d. 影響を受ける地域 

   e. 予防原則に則った予備的な経済、社会、文化及び環境評価の結果（潜在的なリスク

評価や利益分配も含める） 

   f. 土地利用の変更の結果として生起する先住民族・地域コミュニティの活動の制限（移

転・退去を含む） 

   g. プロジェクトに関与することになる人員（先住民族、地域コミュニティ、事業者の従業

員、調査機関要員、政府職員などを含む） 
h. プロジェクトの手順 
i. 事業収益の不確実性 

2-7 事業者は、権利を有する先住民族・地域コミュニティから以下に関して同意を取り付ける 
a. 森林関連の気候変動要因への対処策としての REDD+プロジェクトへの同意 
b. プロジェクトの詳細を決めていく作業に参画することへの同意 

実
現
可
能
性
調
査
と
詳
細
事
業
設
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3 FPIC 取得のための先住民族・地域コミュニティと行う基盤整備 
3-1 事業者は、能力開発戦略を策定し、実施する 

  3-1-1 事業者は、先住民族・地域コミュニティの能力開発のために、調査を行い、必要に応じてプ

ログラムを開発し、実施し、その結果を評価する 

  3-1-2 事業者は、先住民族・地域コミュニティの能力が確立されるまでは、独立した助言・進行役

を提供する 

  3-1-4 事業者は、先住民族・地域コミュニティが、事業設計・事業遂行・モニタリングに参加するた

めに必要な技術を入手できるよう訓練の機会を提供する 
3-2 事業者は、同意を求めるためのプロセス（FPIC プロセス）を開発する 

  3-2-1 事業者は、FPIC プロセスにおいて、先住民族・地域コミュニティが選択する意思決定機

関、手順及び形式を特定する 

  3-2-2 事業者は、先住民族・地域コミュニティが同意を拒否する、留保する、あるいは条件付き同

意とする権利があることを説明する 

  3-2-3 
事業者と先住民族・地域コミュニティは、REDD＋プロジェクトへの同意または拒否を表明

するに至るまでの、FPIC プロセスに関する協定（書）を作成する。協定書には以下が含ま

れる 

   a. 
同意を求める段階・時点、先住民族・地域コミュニティ側の代表者とその役割や内部

での合意形成の方法及びその要件、紛争解決の方法、更には、留保した場合の付

帯条項等 

   b. FPIC プロセス自体を検証する方法（参加型モニタリングを含む双方で合意された方

法） 
c. 同意された条件が守られているかの検証を行う時期と頻度 
d. 不服の申し立てと、FPIC プロセスやプロジェクトの手順 

  3-2-4 事業者と先住民族・地域コミュニティは、ファシリテーターが必要とされているかを討議し、

また、必要な場合は誰にするか決定する 
3-3 事業者は、苦情処理プロセスを設置する 

  3-3-1 
事業者は、事業計画とその実行及びその評価に関連する苦情と係争（土地、領域、資源

への権利に関する係争を含む）を有効に解決するためのプロセスを設置する。プロセスの

設置にあたっては以下に留意する 
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   a. 既存の独立した調停者による調停や法的又は行政による救済措置を求める制度を

確認し、（ある場合は）それを組織内の苦情処理プロセスとして活用する 
b. 苦情処理のプロセスは、先住民族・地域コミュニティと協議の上、設置する 

   c. 先住民族・地域コミュニティが、苦情処理・解決のプロセスを理解し効果的に主張で

きるよう支援する 
4 参加型事業立案 

4-1 事業者は、参加型で権利地図を作成する 
4-1-1 事業者は、先住民族・地域コミュニティに対し、以下を十分周知する 

   a. 先住民族・地域コミュニティは、境界を設定する権利を持つ。また、それに関連し、相

互に満足できるまで交渉することができる 

   b. 先住民族・地域コミュニティは、土地の境界や土地/カーボンの権利の法認定を求め

る権利を持つ 

  4-1-2 事業者は、REDD+プロジェクトの対象となる土地の所有状況と所有境界を地図で表す。

参加型地図作成に当たっては以下に留意する 

   a. プロジェクト対象地域内また隣接するすべてのコミュニティが参加する。ただし、メン

バー選定はすでに決められたコミュニティの意思決定機関で実施する 

   b. 女性や脆弱な立場、周縁的地位の人々を含む広い階層、すべての世代、男女が参

加する 

   c. 地図は先住民族・地域コミュニティの十分な認識と合意の上で作られ、先住民族・地

域コミュニティの管理下に置かれる 

   d. 将来の土地争いを防ぐ意味からも、隣り合うすべての地域コミュニティは地図作成に

参加する 

   e. 境界が存在しない場合、無理に境界を設定しない。多くの場合、境界が定められず

に共同で利用されていることがある 
f. 先住民族コミュニティの聖地など文化上重要な場所を特定し、記録し、保護する 

  4-1-3 事業者は、関係するすべての先住民族・地域コミュニティの土地所有の境界、資源の利用

権の境界につき同意を取り付ける 
4-2 事業者は、参加型で社会環境影響アセスメントを実施する 

  4-2-1 
事業者は、プロジェクトが及ぼす、社会的、文化的、経済的、環境面及び人権面での正負

両面の影響について先住民族・地域コミュニティの参加のもとで評価を実施する。評価に

あたっては女性や脆弱な立場・周縁的地位にある人々への影響に留意する 

  4-2-2 事業者は、関係するすべての先住民族・地域コミュニティから社会環境影響アセスメントの

範囲と内容につき同意を取り付ける 
4-3 事業者は、参加型でプロジェクトを設計する 

  4-3-1 事業者は、先住民族・地域コミュニティに、事業化計画、権利地図作成、社会環境影響ア

セスメントの結果を踏まえ、以下を含む最終事業計画の要点を説明する 

   a. 
REDD＋事業の結果生ずる、土地利用の変化、恩恵と費用（直接費用及び代替事

業を行った場合の見込み利益）。またこれらの費用や利益は、プロジェクト進行ととも

に変動する可能性があること 
b. 先住民族・地域コミュニティがプロジェクトに参加するにあたり果たすべき役割と責任

c. 移転・退去が伴う場合の代替地の選定と補償の支払い 

  4-3-2 事業者は、先住民族・地域コミュニティが望めば、土地利用と森林管理計画を含む

REDD+事業計画に参加できることを保証する 

  4-3-3 事業者は、先住民族・地域コミュニティに対しプロジェクトを行わない場合を含む代替案の

シナリオと予想結果を提示する 

  4-3-4 事業者は、先住族民・地域コミュニティが、実施局面の進展に即して情報を得るために、モ

ニタリングに参加することを推奨する 

 4-4 
事業者は、先住民族・地域コミュニティとの間で、権利保有者間で利益配分の明快な方針とガイド

ラインに合意し、これらを設定・実施する。女性やその他の脆弱な立場や周縁的地位にある人々

に配慮した形で、公平で差別がなく透明性のある利益配分が行われるように留意する 

 4-5 事業者は、先住民族・地域コミュニティが REDD+プロジェクトの詳細及び予想される影響を十分理

解した上で最終交渉に進む意思があるかを確認する 
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5 契約締結交渉 

 5-1 事業者は、以下を含む先住民族・地域コミュニティの同意の条件を明示した契約を先住民族・地域

コミュニティと結ぶ 

   a. 事業の所在地・権利保有者・対象となる資源・森林減少・劣化の原因・生態系の公益

的機能に関する記述 
b. 先住民族・地域コミュニティの負担 
c. 先住民族・地域コミュニティの利益 
d. 先住民族・地域コミュニティの役割：例、パトロール、データ収集 
e. 先住民族・地域コミュニティに課される規則・制限：例、森林の利用制限 
f. 契約期間 
g. 合意に拘束力を持たせるための取り決め 
h.. 独立した機関による検証の規定 
i. 遡求システム、苦情処理システム 
j. モニタリングシステム 
k. 合意項目の撤回条項 
l. 次に合意を求める時期及び協議についての取り決め 

 5-2 事業者は、先住民族・地域コミュニティの移転・退去が伴う場合には、以下について交渉・合意す

る 
a. 移転・退去に関する事業者による技術的及び資金的支援 
b. 移住・退去の理由が消滅した場合には元の居住地へ戻る権利が認められること 
c. 移住・退去に関する透明・公平でかつしっかりとした手続き 

5-3 事業者は、契約締結交渉にあたり以下に留意する 

   a. 先住民族・地域コミュニティ内部で、合意が形成されるまで十分に討議する時間を保

証する 

   b. 合意は文書化されるとともに、地域の伝統に則った儀式、あるいは双方が合意した

場合は公証人または独立の立場の証人によって確認される 

   c. 交渉が合意に至らない場合でも、再開に向けての諸条件を先住民族・地域コミュニ

ティと話し合い、合意しておく 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施 

6 プロジェクト実施における合意事項の参加型のモニタリング・評価 
6-1 事業者は、契約達成のため、モニタリングシステムを構築する 

 6-2 事業者は、事業遂行の前提となる合意条件が満たされていないことが判明した場合は、先住民

族・地域コミュニティが合意を撤回する権利を持つことを確認する 

 6-3 事業者は、先住民族・地域コミュニティとの間で、合意条件が遵守されているかにつき意見が食い

違った場合に第三者の裁定あるいは調停を仰ぐ仕組みにつきあらかじめ合意しておく 
7 合意に至るまでの検証 

7-1 事業者は、FPIC プロセスの第三者による検証を受ける 

  7-1-1 事業者は、先住民族・地域コミュニティとの間で、FPIC プロセスの検証に適用する基準に

ついて合意する 

  7-1-2 事業者は、FPIC プロセスの検証を受ける際、検証基準の各項目につき先住民族・地域コ

ミュニティに十分理解してもらう 

  7-1-3 事業者は、FPIC の検証プロセスでは先住民族・地域コミュニティのための独立の立場の

助言者が質の高い助言を行っているかをモニターする 
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対応するFPICガイドライン

”NO"→ FPIC不要 2　予備交渉

2-2事業者は、交渉相手となる権利保有者を特定する

2-6事業者は、REDD＋プロジェクトの構想を先住民族・地域コ

ミュニティに提示する

”NO"→
当該地区での

事業を断念
2-7事業者は、権利を有する先住民族・地域コミュニティから同

意を取り付ける

4-1事業者は、参加型で権利地図を作成する

4-2事業者は、参加型で社会環境影響アセスメントを実施する

4-3事業者は、参加型でプロジェクトを設計する

”NO"→
当該地区での

事業を断念

4-5事業者は、先住民族・地域コミュニティがREDD+事業の詳

細及び予想される影響を十分理解した上で最終交渉に進む意

思があるかを確認する

5契約締結交渉

｜ ｜

↓

|_________ ______ ____________|

先住民族・地域コミュニティの意思を代表する組織を特
定する

[ FPIC取得に向けた作業ステップ ]

事業予定地に権利を有する先住民族・地域コミュニティ
が存在するか

｜

”YES"

↓

↑↑

｜
↓

先住民族・地域コミュニティに対しREDD+事業の概要を
説明

｜
↓

先住民族・地域コミュニティはREDD+事業を検討する意
思があるか

｜

”YES"

↓

参加型の権利分布地図作成

”YES"

↓↓

参加型社会環境影響アセスメント

｜

↓

利益分配を含む事業計画の参加型設計

｜
↓

先住民族・地域コミュニティはREDD+事業の実現を望む
か

｜

↓

交渉プロセス

コミュニティ内部での
合意形成

←→
事業者・コミュニティ間で

の契約交渉

↓

”NO"→
当該地区での

事業を断念

↓

コミュニティ内部での
検討

←→ 契約書草稿の作成

先住民族・地域コミュニティは契約の締結を望むか

↓

最終契約文書の作成

↓

REDD+事業契約の締結

｜

6 プロジェクト実施における合意事項の参加型のモニタリング・

評価

｜

合意事項は遵守されているか ”NO"→
事業の中止・見

直し

REDD+事業の実行

↑

事業実施状況の参加型モニタリング


